
業務管理者の要件を満たすまでの流れ ［令和3年11月版］

宅建士 または
実務経験※は
お持ちですか

移行講習（2時間）
を修了

管理士の
登録手続

宅建士のみ
お持ちの方

※管理業務に関する
　２年以上の実務経験

実務経験※は
お持ちですか

※管理業務に関する
　２年以上の実務経験

管理士取得を
これから
希望される方

令和2年度までの
旧・管理士試験に
合格した方

旧・管理士の登録／更新手続

実務講習を修了
令和3年12月～

実務講習を修了
合格発表日（1月7日）
から申込可能

登録したことがない
または

登録の有効期限が
切れている

登録を
既にしている

（登録が有効期間内である）

あり

なし

あり

なし

実務経験※は
お持ちですか

指定講習（10時間）
を修了

※管理業務に関する
　２年以上の実務経験

賃貸住宅管理業
業務管理者講習

実務講習を修了
令和3年12月～

あり

なし

業務管理者
移行講習

業
務
管
理
者
の
要
件
を
満
た
す

合格

令和4年4月30日
登録/更新受付締切

令和4年5月15日申込締切
令和4年6月15日受講締切

賃貸不動産経営管理士試験
受験

（令和3年度～）

賃
貸
不
動
産
経
営
管
理
士（
管
理
士
）ル
ー
ト

宅
地
建
物
取
引
士（
宅
建
士
）ル
ー
ト

注意！！
宅建士ルートの場合、賃貸不動産経営管理士資格は取得できません。


